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提案理由 

 

発議案第１号 

 

匝瑳市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本案は、匝瑳市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管に関し、所

要の条文の整備をいたしたく、別紙のとおり提案いたすものであります。 
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   匝瑳市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 匝瑳市議会委員会条例（平成１８年匝瑳市条例第１３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項第２号中「福祉課」の次に「、子育て支援推進課」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の匝瑳市議会委員会条例第２条第２項第２

号に規定する文教福祉常任委員会（以下「旧委員会」という。）の委員長、副

委員長又は委員である者は、それぞれ改正後の匝瑳市議会委員会条例第２条第

２項第２号に規定する文教福祉常任委員会（以下「新委員会」という。）の委

員長若しくは副委員長に互選され又は委員に指名されたものとみなす。この場

合において、当該指名されたものとみなす委員の任期は、旧委員会の委員の任

期と同一とする。 

３ この条例の施行の際、現に旧委員会に付議されている事件は、当該事件に相

当する事件を審査すべき新委員会に付議されたものとみなす。 
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（参考） 

 匝瑳市議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改       正       後 改       正       前 

（常任委員会の設置） （常任委員会の設置） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 ２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 文教福祉常任委員会 ６人 （２） 文教福祉常任委員会 ６人 

市民課、健康管理課、福祉課、子育て支援推進課、高齢者支援課、国保匝

瑳市民病院及び教育委員会の所管に属する事項（予算決算常任委員会が所管

する事項は除く。） 

市民課、健康管理課、福祉課         、高齢者支援課、国保匝

瑳市民病院及び教育委員会の所管に属する事項（予算決算常任委員会が所管

する事項は除く。） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

以下 略 以下 略 

  

 


